
議事③ 

 

議第 3号 

 

第 3次美濃加茂市地域公共交通計画策定時期等の変更について 

 

〇概要 

 次期計画となる第 3次美濃加茂市地域公共交通計画は、令和 7年 9月に策定がで

きるよう調査等を進めていましたが、次の理由により変更いたします。 

 

〇理由 

 第 2次美濃加茂市地域公共交通網形成計画の策定時期は、令和 2年 9月であり、

そこから 5か年の計画という認識であったが、実際には計画期間が令和 2年度から

令和 7年度の 6か年となっていたため、第 3次美濃加茂市地域公共交通計画の策定

時期を令和 8年 3月に先送りにし、計画時期の重複をなくすもの。 

また、美濃加茂市地域公共交通活性化協議会の位置付けについて明記していなか

ったため追記を行うもの。 

 

〇変更箇所 

1. 策定時期の変更 

 

2. 業務契約期間の変更 

策定時期の変更に伴い、㈱テイコク加茂営業所との契約期間を以下の通り変更し

ます。変更契約に伴う、金額の変更はございません。 

 

 

 

 

3. 活性化協議会の位置付けをスケジュールに追記 

 

資料 3…想定スケジュール 

 

 現行 変更後 

策定時期 令和 7年 9月 令和 8年 3月 

(計画期間) 令和 7年 10月～令和 12年 9月 令和 8年 4月～令和 13年 3月 

現行の業務契約期間 変更後の業務契約期間 

令和 6年 5月 31日 

～令和 7年 12月 27日 

令和 6年 5月 31日 

～令和 8年 3月 27日 


